「農地中間管理事業の推進に関する法律」による農地の貸し借りの利用権設定申出書（　新規　）
　　所有者と借受人の間で、貸借の同意はできていますか？
→□はい
[bookmark: _GoBack]（同意がある場合はチェックしてください。同意がない場合は取扱いできません）

該当がある場合は○をしてください
土地改良区の経常賦課金は
土地所有者が支払う・借受者が支払う
水利費は
土地所有者が支払う・借受者が支払う
その他の租税公課費用がある
内容（　　　　　　　　　　）
土地所有者が支払う・借受者が支払う


申  出  者　　　　　　　　　     年     月     日
                                                                                      　　　　　　　　　住  所  
氏  名
電  話          －
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※ 対象とならない農地
（１）農業振興地域以外の農地（市街化区域の農地等）、 （２）法定小作地、 （３）売買登記の未完了農地、 （４）貸借期間中にほ場整備が実施される農地

※ 記入上の注意 
（１）対象農地欄は、必ず１筆毎に記入してください。
（２）登記簿上の所有者欄は、現在登記簿上で所有されている方の（死亡者も含む）氏名を記入してください
（３）中間管理事業の利用は原則５年以上の貸借期間となります。ただし、農業委員会による利用権設定（相対）からの乗り換えの場合は３年以上になります。
